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美方町・村岡町・香住町合併協議会 



第８回新町の事務所の位置等検討小委員会会議次第 

                 

                  と き：平成１６年７月６日(火)      

ところ：美方町総合センター  

 

１ 開  会 

 

２ 委員長挨拶 

 

３ 会議録署名委員の指名                

 

                            

 

４ 議  題 

協議事項 

  協議第４号（継続） 庁舎の位置について 

 

 

    

５ そ の 他 

 

 

 

６ 閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新町の事務所の位置等検討小委員会名簿 

 

区      分 氏  名 

１ 規約第８条第１項第１号委員 美方町長 上 田
う え だ

節 郎
せ つ ろ う

 

２ 規約第８条第１項第１号委員 村岡町長 岩 槻
い わ つ き

 健
たけし

 

３ 規約第８条第１項第１号委員 香住町長 藤 原
ふ じ わ ら

久 嗣
ひ さ つ ぐ

 

４ 規約第８条第１項第２号委員 美方町議会議長 吉 田
よ し だ

範 明
の り あ き

 

５ 規約第８条第１項第２号委員 美方町議会議員 本 城
ほ ん じ ょ う

繁 信
し げ の ぶ

 

６ 規約第８条第１項第２号委員 村岡町議会議長 谷 渕 栄 一
た に ぶ ち え い い ち

 

７ 規約第８条第１項第２号委員 村岡町議会議員 板 坂
い た さ か

公 二
こ う じ

 

８ 規約第８条第１項第２号委員 香住町議会議長 上 田
う え だ

 孝
たかし

 

９ 規約第８条第１項第２号委員 香住町議会議員 橘
たちばな

 秀 夫
ひ で お

 

１０ 規約第８条第１項第３号委員 美方町学識経験者 中 村
な か む ら

治 泰
は る や す

 

１１ 規約第８条第１項第３号委員 美方町学識経験者 朝
あ さ

倉 富
く ら と み

征
ゆき

 

１２ 規約第８条第１項第３号委員 村岡町学識経験者 三 好 忠 男
み よ し た だ お

 

１３ 規約第８条第１項第３号委員 村岡町学識経験者 井 上 源 一
い の う え げ ん い ち

 

１４ 規約第８条第１項第３号委員 香住町学識経験者 柴 崎
し ば さ き

一 秀
か ず ひ で

 

１５ 規約第８条第１項第３号委員 香住町学識経験者 中 村
な か む ら

 曉
さとる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 協議第４号（継続） 

庁舎の位置について 
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新町の事務所の位置等について 

 

 

１ 新町の事務所の位置は、城崎郡香住町香住字門前１５９５番地の３（現香住町

庁舎）とする。 

 

 

２ 美方町、村岡町の各現庁舎に支所を置き、「    」と称する。 

  ※ 朝来郡合併協議会・・・「庁舎」  養父市・・・「地域局」 

 

 

３ 「    」（支所）は、住民生活に密着した業務や地域振興業務等幅広い分

野の業務を担うものとする。 

 

 

４ 現村岡町庁舎に本庁機能の一部を分散して配置する。 

  配置する部門は、                    

 

※ 村岡町からの要望 

   農林部門   保健福祉部門   教育委員会部門 

 

 

５ 電算センターは、現村岡町庁舎に設置するものとする。 

 

６ 現香住町庁舎は移転が必要であるため、香住町内の「地域高規格道路」香住Ｉ

Ｃ周辺の適地に新築することとし、速やかに建設に着手するものとする。 
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庁舎位置等の調整方針先進事例 
 

１ 「朝来郡合併協議会」の例 

① 新市の事務所の位置は、当分の間、和田山町東谷２１３番地１（現在の和田

山町役場）とする。 

 

② 現在の生野町役場、山東町役場、朝来町役場に支所を置き、「庁舎」と呼称す

る。 

 

③ 将来の新市の事務所は、合併特例債発行期間内のできるだけ早期に建設する

ものとする。 

 

④ 将来の新市の事務所の位置については、国道３１２号沿線を基本に、全体的

な地勢、交通事情及び他の官公署との関係等、市民の利便性を十分考慮し、

新市において速やかに検討するものとする。 

 

 

２ 「養父市」の例 

① 新市の事務所の位置は、養父郡八鹿町八鹿１６７５番地とする。 

 

② 本庁は八鹿町庁舎とするが、本庁の全機能を収容できないため、本庁機能の

一部を養父町庁舎に分散して配置する。 

 

③ 養父町、大屋町、関宮町の庁舎に支所を置く。支所は「地域局」と呼ぶ。 

 

④ 地域局は住民生活に必要な住民サービス業務等と地域振興を担うものとする。 

 

 

３ 「北但合併協議会」の例 

  新市の事務所の位置は、豊岡市中央町２番４号（現在の豊岡市役所）とする。 

① 支所について 

城崎町役場、竹野町役場、日高町役場、出石町役場及び但東町役場に支所を

置く。 

 

② 新庁舎の建設及び位置について 

合併特例債の適用期限内に新庁舎を建設するものとするが、新庁舎の位置は

新市において定める。 

 

③ 庁舎のあり方について 

新市の庁舎のあり方は、本庁方式とする。ただし、行政的な区域の広がりに

対応するため、当分の間、総合支所方式とする。また、新庁舎建設後も住民

サービスを低下させないような支所とする。 
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